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税務情報 

国税庁 － 所得合算ルールに相当する制度等に係る法令解釈通達の
公表 

2025 年度税制改正では、2023 年度税制改正で創設され 2024 年度税制改正で
見直しが行われた OECD/G20 の BEPS 包摂的枠組み（以下、「包摂的枠組み」）
において合意された第 2 の柱に係るグローバル・ミニマム課税のうち所得合算
ルール（IIR: Income Inclusion Rule）に相当する「各対象会計年度の国際最低
課税額に対する法人税」（以下、「J-IIR」）について、2024年 6月に包摂的枠組
みから公表された執行ガイダンスの内容等を踏まえた改正が行われました。

また、外国子会社合算税制について、外国関係会社に係る課税対象金額等を内
国法人において益金の額に算入する事業年度を、「外国関係会社の各事業年度終
了の日の翌日から 2ヵ月を経過する日を含むその内国法人の各事業年度」から、
「外国関係会社の各事業年度終了の日の翌日から 4 ヵ月を経過する日を含むそ
の内国法人の各事業年度」とする改正も行われました。 

国税庁は 9 月 26 日、2025 年度税制改正における J-IIR 及び外国子会社合算税
制の改正に対応した以下の改正通達を公表しました。 

 「法人税基本通達等の一部改正について」（法令解釈通達）（2025年 9月 26

日付） 

この改正通達は「第 1 法人税基本通達関係」及び「第 2 租税特別措置法関係通
達（法人税編）関係」から構成されており、たとえば以下の取扱いが示されてい
ます。 

【第 1 法人税基本通達関係】 

実効税率の計算の分子とされる調整後対象租税額は、各対象会計年度に係る当
期対象租税額（当期法人税等の額に「被配分当期対象租税額」を加算した金額
に一定の調整を行った金額）、繰延対象租税額（調整後法人税等調整額に一定の
調整を行った金額）及び一定の対象租税の額の合計額とされています。2025年
度税制改正では、この調整後対象租税額について、以下の見直し等が行われま
した。 

 当期対象租税額の計算上、配分元の構成会社等又は共同支配会社等（以下、
「配分会社等」）が特定法人税法（*）の規定の適用を受ける場合における「被
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配分当期対象租税額」の計算方法等が見直された。 

 繰延対象租税額の計算上、調整後法人税等調整額に「被配分繰延対象租税額」
を加算することとされた。

この改正通達では、上記の「被配分当期対象租税額」及び「被配分繰延対象租税
額」について、これらの算定方法等に関する通達が複数新設されています。 

なお、【第 1 法人税基本通達関係】における改正後の取扱いは、一部の通達を除
き、2025年 4月 1日以後に開始する対象会計年度分の国際最低課税額に対する
法人税について適用されます。 

（*） 法人税等に関する法令のうち、配分会社等が有する恒久的施設等の所得、そ
の配分会社等の益金の額に算入される会社等の所得若しくは会社等から受
けた利益の配当につき課される法人税等の額から、その配分会社等が有する
他の恒久的施設等の所得、その配分会社等の益金の額に算入される他の会社
等の所得若しくは他の会社等から受けた利益の配当につき課されるその法
人税等以外の税の額を控除することができることとされているもの又はこ
れに類するものをいいます。 

【第 2 租税特別措置法関係通達（法人税編）関係】 

上述のとおり、2025年度税制改正において、外国関係会社に係る課税対象金額
等を内国法人において益金の額に算入する事業年度が「外国関係会社の各事業
年度終了の日の翌日から 4 ヵ月を経過する日を含むその内国法人の各事業年度」
とされたことを受け、外国関係会社等に係る課税対象金額等の円換算について
定める租税特別措置法関係通達 66の 6－4が改正され、原則として、外国関係
会社の事業年度終了の日の翌日から 4 ヵ月を経過する日における電信売買相場
の仲値により円換算することとされました。（この改正通達で改正された租税特
別措置法関係通達は、上記の通達のみです。） 

なお、2025年度税制改正前の租税特別措置法等の適用を受ける場合の取扱いに
ついては、この改正通達による改正前の租税特別措置法関係通達（法人税編）
の取扱いの例によることとされています。 

*** 

2025 年度税制改正に対応した上記以外の法人税基本通達及び租税特別措置法
関係通達等は、国税庁より、2025 年 6 月 30 日に発遣されています。（KPMG 

Japan e-Tax News No.334「2025年度税制改正 － 法令解釈通達の発遣」（2025

年 7月 2日発行）にてお知らせしています。） 

https://kpmg.com/jp/ja/home/insights/2025/07/e-taxnews-20250702-1.html
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